
○長岡京市民間保育施設等の感染症対策に係る費用に関する助成要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、民間保育施設等を利用する児童及び職員の健康及び安全を向上するため

に感染症に対して必要な対策を施す市内に所在する民間保育施設等に対し、予算の範囲

内において長岡京市民間保育施設等の感染症対策に係る費用に関する助成金（以下「助

成金」という。）を交付するものとし、その交付に関しては、長岡京市補助金等交付規則

（昭和５７年長岡京市規則第８号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要

綱の定めるところによる。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 民間保育施設等 令和３年４月１日において、原則として長岡京市内で運営を行う

以下の保育施設をいう。 

ア 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３５条第４項の規定により認可を受

けた保育所 

イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成

１８年法律第７７号）第１７条第２項の規定により認可を受けた幼保連携型認定こ

ども園 

ウ 児童福祉法第３４条の１５第２項の規定により認可を受けた家庭的保育事業等

施設 

エ 児童福祉法第５９条の２第１項の規定により京都府知事に届出があった施設の

うち、おおむね５人以上収容できる保育室等を有し、かつ、所定の資格を有する保

育士を２人以上有する施設 

オ 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５９条に規定する地域子ど

も・子育て支援事業を実施する施設 

⑵ 施設長 民間保育施設等を代表する者をいう。 

（助成対象経費） 

第３条 助成金の対象となる経費は、別に定める新型コロナウイルス感染症対策に係る費

用とする。 

（助成金の額） 

第４条 助成金の額は、別に定める。 

（交付の申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする施設長は、次に掲げる関係書類を添えて、長岡京

市民間保育施設等の感染症対策に係る費用に関する助成金交付申請書（別記様式第１号）



を別に定める日までに、市長に提出しなければならない。 

⑴ 事業計画書（別記様式第２号） 

⑵ 歳入歳出予算書 

（交付の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、当該申請書に係る助成

金交付の適否を審査し、必要と認めたときは、長岡京市民間保育施設等の感染症対策に

係る費用に関する助成金交付決定通知書（別記様式第３号）により当該施設長に通知す

るものとする。 

２ 市長は、助成金の交付決定をする場合において、助成金の交付の目的を達するため、

必要な条件を付すことができる。 

（助成事業の遂行） 

第７条 助成金の交付決定を受けた施設長は、助成金を交付の目的以外に使用してはなら

ない。 

２ 市長は、必要があると認めたときは、施設長に報告を求め、又は職員を施設に立ち入

らせ、調査することができる。 

（助成金の変更決定） 

第８条 市長は、必要に応じて行う実地調査等により、第６条の交付決定に変更すべき内

容があると認めたときは、交付すべき助成金等の額を変更し、長岡京市民間保育施設等

の感染症対策に係る費用に関する助成金変更決定通知書（別記様式第４号）により、施

設長に通知するものとする。 

（事業実績報告） 

第９条 施設長は、次に掲げる関係書類を添えて、長岡京市民間保育施設等の感染症対策

に係る費用に関する助成金事業実績報告書（別記様式第５号）を別に定める日までに市

長に提出しなければならない。 

⑴ 事業報告書（別記様式第６号） 

⑵ 精算書 

⑶ 収支決算書 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

（助成金の確定） 

第１０条 市長は、前条の事業実績報告書を受け付けたときは、報告に係る書類を審査し、

その事業の成果が助成金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき助成

金の額を確定し、長岡京市民間保育施設等の感染症対策に係る費用に関する助成金確定

通知書（別記様式第７号）により施設長に通知するものとする。 

（請求及び交付） 

第１１条 前条の規定による確定通知を受けた施設長は、長岡京市民間保育施設等の感染



症対策に係る費用に関する助成金交付請求書（別記様式第８号）を市長に提出するもの

とする。 

２ 市長は、前項の規定により請求を受けた場合には、当該施設長に対し、助成金を交付

するものとする。 

（助成金の交付取消し等） 

第１２条 施設長が次のいずれかに該当するときは、市長は、助成金の交付決定又は確定

を取り消し、又は変更することができる。 

⑴ この要綱に違反したとき。 

⑵ 助成金を目的外に使用したとき、不正に使用したと認められるとき、又は使用しな

かったとき。 

⑶ 助成金の交付に付した条件に違反したとき。 

⑷ 助成金の経理状況が不適正と認められるとき。 

⑸ 事業の実施方法が、助成金の交付の趣旨に沿わないと認められるとき。 

（助成金の返還） 

第１３条 市長は、前条の規定により交付の取消等を行った場合において、すでに助成金

が交付されているときは、期限を定めてその助成金を返還させることができる。 

（延滞金） 

第１４条 市長は、前条の場合において、助成金の返還が納期限までに納付されなかった

ときは、施設長に対し、規則第１５条の規定を適用するものとする。 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年３月３０日から施行し、令和２年１月１６日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和２年８月１５日から施行し、改正後の長岡京市民間保育施設等の感染

症対策に係る費用に関する助成要綱の規定は、令和２年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年７月１日から施行し、改正後の長岡京市民間保育施設等の感染症

対策に係る費用に関する助成要綱の規定は、令和３年４月１日から適用する。 

 

 

 

 



 

 

別記様式第１号（第５条関係） 

年  月  日 

 

長岡京市長 様 

 

 所在地 

 施設名 

 施設長           

 

 

長岡京市民間保育施設等の感染症対策に係る費用に関する助成金交付申請書 

 

長岡京市民間保育施設等の感染症対策に係る費用に関する助成金の交付を受けたいの

で、長岡京市民間保育施設等の感染症対策に係る費用に関する助成要綱第５条の規定によ

り、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１．交付申請額   金      円 

２．添付書類 

⑴ 事業計画書 

⑵ 歳入歳出予算書 

 

 

  



別記様式第２号（第５条関係） 

 

 

事業計画書 

 

事業の目的  

事業の概要  

事業実施時期 令和 年 月～令和 年 月 

事業実施場所 
 

（住所） 

 

 

 



別記様式第３号（第６条関係） 

第    号 

年   月   日 

 

（施設名） 

施設長         様 

 

 長岡京市長  

  

 

長岡京市民間保育施設等の感染症対策に係る費用に関する助成金交付決定通知書 

  年  月  日付で申請のあった表記の助成金について、長岡京市民間保育施設等

の感染症対策に係る費用に関する助成要綱第６条の規定により、下記の通り交付決定をし

たので通知します。 

 

記 

 

 交付決定額 金             円 

 

 

助成条件 

⑴ 施設長は、児童の健康管理に細心の注意を払い、責任をもって保育にあたらなけれ

ばならない。 

⑵ この助成金は、交付の目的以外に使用してはならない。 

⑶ 前２号の条件に違反がないことを確認するため、必要があるときは、市長が施設長

に報告を求め、または職員を施設に立ち入らせ、調査を行うことがある。 

⑷ 本要綱に係る必要な書類は１０年間保存すること。 

⑸ 助成の目的に反するときは、助成金の一部又は全部を返還させることがある。 



別記様式第４号（第８条関係） 

第    号 

年   月   日 

 

（施設名） 

施設長         様 

 

 長岡京市長  

  

 

長岡京市民間保育施設等の感染症対策に係る費用に関する助成金変更決定通知書 

  年  月  日付長岡京市指令第 号で交付決定した表記の助成金について、長岡

京市民間保育施設等の感染症対策に係る費用に関する助成要綱第８条の規定により、下記

の通り変更決定をしたので通知します。 

 

記 

 

 １．既交付決定額  金             円 

 ２．変更交付決定額 金             円 

 ３．変更理由 

 

 

助成条件 

⑴ 施設長は、児童の健康管理に細心の注意を払い、責任をもって保育にあたらなけれ

ばならない。 

⑵ この助成金は、交付の目的以外に使用してはならない。 

⑶ 前２号の条件に違反がないことを確認するため、必要があるときは、市長が施設長

に報告を求め、または職員を施設に立ち入らせ、調査を行うことがある。 

⑷ 本要綱に係る必要な書類は１０年間保存すること。 

⑸ 助成の目的に反するときは、助成金の一部又は全部を返還させることがある。 

  



別記様式第５号（第９条関係） 

年  月  日 

 

長岡京市長 様 

 

 所在地 

 施設名 

 施設長           

 

 

長岡京市民間保育施設等の感染症対策に係る費用に関する助成金事業実績報告書 

 

長岡京市民間保育施設等の感染症対策に係る費用に関する助成要綱第９条の規定によ

り、関係書類を添えて下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１．交付決定額   金      円 

２．事業実績額   金      円 

３．添付書類 

⑴ 事業報告書 

⑵ 収支決算書 

 

  



別記様式第６号（第９条関係） 

 

 

事業報告書 

 

事業の目的  

事業の概要  

事業実施時期 令和 年 月～令和 年 月 

事業実施場所 
 

（住所） 

 

 

  



別記様式第７号（第１０条関係） 

第    号 

年   月   日 

 

（施設名） 

施設長         様 

 

 長岡京市長  

  

 

長岡京市民間保育施設等の感染症対策に係る費用に関する助成金確定通知書 

  年  月  日付長岡京市指令第 号で交付（変更）決定した表記の助成金につい

て、長岡京市民間保育施設等の感染症対策に係る費用に関する助成要綱第１０条の規定に

より、下記の通り交付額を確定したので通知します。 

 

記 

 

 交付確定額  金             円 

 

 

 

 

 

  



別記様式第８号（第１１条関係） 

 

年  月  日 

 

長岡京市長 様 

 

 所在地 

 施設名 

 施設長           

 

長岡京市民間保育施設等の感染症対策に係る費用に関する助成金交付請求書 

 

年  月  日付で交付決定の通知があった表記の助成金について、長岡京市

民間保育施設等の感染症対策に係る費用に関する助成要綱第１１条の規定により、関係書

類を添えて下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 請求額    金           円 

 

２ 添付書類 

 (1) 交付決定通知書の写し 

 

  



収支予算書（収支決算書） 

 

（単位：円）  

助 成 種 別 
助成対象

事 業 費 

左 の 財 源 内 訳 
備 考 

市助成金 自己資金 そ の 他 

１ 事 業 費 助 成      

２ そ の 他      

合 計      

 

 

 


